
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 平成３０年第１回定例会提出予定議案の説明 

資料１ 川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定に 

    ついて 

資料２ （仮称）川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例 

     の制定に関するパブリックコメント手続きの実施結果について 

資料３ 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を 

     改正する条例新旧対照表 

資料４ 川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例新旧対照表 

資料５ 平成３０年度国民健康保険制度改革に伴う条例改正及び予算案に 

    ついて 

資料６ 国民健康保険制度改革の概要（厚生労働省資料） 

資料７ 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

資料８ 川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例新旧対 

     照表 

資料９ 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

資料 10 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 参考資料１ 難病関連事務の神奈川県からの移譲について(平成２９年７月 

２７日健康福祉委員会資料） 

平成３０年２月８日 

健康福祉局 



川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定について 

難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるため制定す

るもの 

１ 難病の患者に対する医療等に関する法律 平成２６年５月３０日公布 この条例の関

係部分は、平成３０年４月１日から施行  

２ 条例制定に関係する上記１の内容        

特定医療費の支給認定に関する事務等は、都道府県が処理するものとされていたとこ

ろ、当該事務等は政令指定都市が処理するものとされたことに伴い、政令指定都市に指

定難病審査会を置くこととされ、及び条例で過料を科する規定を設けることができるこ

ととされた。 

※ 特定医療費とは、指定難病の患者が当該難病に係る医療を受けたときに、当該患者

又はその保護者に対し、その医療に要した費用について支給されるものをいう。 

３ 川崎市指定難病審査会（以下「審査会」という。）の概要 

（１）所掌事務 

   特定医療費の支給認定の申請があった場合において、支給認定をしないこととする

ときは、当該申請に係る指定難病の患者について支給認定をしないことに関し審査を

行う。 

（２）組織   

委員１６人以内をもって組織し、委員の互選によって、会長１人を置くものとする。

（３）委員 

   指定難病に関し学識経験を有する者（指定医である者に限る。）のうちから、市長

が任命する。 

（４）委員の任期 

   ２年 

（５）部会 

   必要に応じ部会を設置することができることとし、部会に属すべき委員は、会長が

審査会に諮って指名する。 

（６）委員でない者の出席 

   審査会において必要があると認めたときは、専門的事項に関し学識経験のある者の

出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。  

※ （１）から（４）までは、法令事項（（２）のうち、委員の定数に係る部分を除く。）

４ 過料の概要 

法の実効性を確保するため、特定医療費の支給認定の取消しに伴う医療受給者証の返

還の求めに応じない者、正当な理由がなく、特定医療費の支給に関して必要があると認

めるときに本市が命じる報告等をせず、又は虚偽の報告等をした者等は、100,000円以

下の過料に処することとするもの   
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（仮称）川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定に関す

るパブリックコメント手続きの実施結果について 

１ 概 要 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第４０条に基づき、   

平成３０年４月から指定難病医療費助成制度等の事務が神奈川県から川崎市へ移管されます。 

川崎市では、公平で安定的な医療費助成制度の運営を目的として、指定難病審査会や過料    

について規定する条例の制定準備を進めており、当該条例の制定について市民その他の関係者

の皆様からの意見を募集しました。 

その結果、１通（２件）の御意見をいただきましたので、その内容と市の考え方を次のとお

り公表します。 

２ 意見募集の概要 

条例の名称 （仮称）川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例 

意見の募集 平成 29 年 11月 16 日（木）から平成 29年 12 月 15 日（金）まで 

意見の提出方法 持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール 

募集の周知方法 市政だより、市ホームページ、各区役所市政資料コーナー 

情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

支所、出張所、市民館、図書館 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見数） １通（２件） 

内訳 持参 ０通（０件） 

郵送 ０通（０件） 

ＦＡＸ １通（２件） 

電子メール ０通（０件） 

４ 意見の内容と対応 

  提出された意見は、指定難病医療費助成制度に関する申請手続等の簡略化・効率化等に関す

るものであり、制度を運用していく際の参考とさせいただきます。条例については、指定難病

審査会及び過料に関する規定に関して当初の考え方のとおり制定手続きを進めます。 

（１）御意見に対する対応区分 

 Ａ：御意見を踏まえ条例（案）に反映させたもの 

 Ｂ：条例（案）の趣旨に沿った御意見であり、既に条例（案）に反映されているもの 

 Ｃ：今後の施策を推進するうえで参考とするもの。 

 Ｄ：条例（案）に対する質問・要望の御意見であり、条例（案）の内容を説明するもの 

 Ｅ：その他 
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（２）御意見の件数と対応区分 

 項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

指定難病審査会について - - - - - 

過料について - - - - - 

その他 - - ２ - - 

合計（意見数） - - ２ - - 

５ 具体的な意見の内容と市の考え方 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ マイナンバー制度の活用や前回申請

データを引き継ぎぐことなどにより

継続申請の場合の申請書の記入を簡

略化する。 

郵送による申請手続きや前回申請時

のデータを引き継ぎあらかじめ継続

申請書に印字することなど、いただい

た御意見も参考として、指定難病医療

費助成制度の申請をされる方の負担

が少なくなるよう取り組んでまいり

ます。 

Ｃ 

２ 電子申請や郵送による手続きにより、

市（区）役所に出向く手続きを減らす。

６ 連絡先 

  川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室 難病支援担当 

  ℡：０４４－２００－１９７９ 
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川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例 ○川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例 

平成24年12月14日条例第67号 平成24年12月14日条例第67号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）

第18条、第21条第１項第１号及び第12号並びに同条第２項第１号及び第３

号の規定に基づき、病院及び診療所における専属の薬剤師の配置並びに病

院及び療養病床を有する診療所における人員及び施設に関する基準を定め

るものとする。 

第１条 この条例は、医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）

第18条並びに第21条第１項第１号及び第12号の規定に基づき、病院及び診

療所における専属の薬剤師の配置並びに病院における人員及び施設に関す

る基準を定めるものとする。 

（療養病床を有する診療所の人員に関する基準） 

第６条 法第21条第２項第１号に規定する条例で定める従業者及びその員数

は、次のとおりとする。 

（新設） 

(１) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が４人又

はその端数を増すごとに１人を加えた員数 

(２) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が４人又はその端

数を増すごとに１人を加えた員数 

(３) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適

当な員数 

２ 前項の入院患者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、

新たに開設し、又は再開する場合は、推定数によるものとする。 

（療養病床を有する診療所の施設に関する基準） 

第７条 法第21条第２項第３号に規定する条例で定める施設は、談話室、食

堂及び浴室とする。 

（新設） 

２ 第５条第２項第２号から第４号までの規定は、前項に規定する施設につ

いて準用する。 

   附 則（平成24年12月14日条例第67号）    附 則（平成24年12月14日条例第67号） 

 （施行期日） 
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 改正後 改正前 

１ この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

（療養病床を有する診療所の人員に関する基準に係る経過措置）  （新設） 

２ 療養病床を有する診療所に置くべき従業者及びその員数は、当分の間、

第６条第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。  

(１) 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者

の数が２人又はその端数を増すごとに１人を加えた員数。ただし、その

うちの１人については、看護師又は准看護師とする。 

(２) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適

当な員数 

３ 第６条第２項の規定は、前項第１号に規定する入院患者の数について準

用する。 

（新設） 

附 則 （新設） 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市身体障害者福祉会館条例 ○川崎市身体障害者福祉会館条例 

昭和57年３月31日条例第15号 昭和57年３月31日条例第15号

（略） 

（事業） 

（略） 

（事業） 

第３条 福祉会館は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。第３条 福祉会館は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(１) 身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行うこ

と。 

(１) 身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行うこ

と。 

(２) 身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、研修会等

の実施に関すること。 

(２) 身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、研修会等

の実施に関すること。 

(３) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下「法」という。）第５条第７項に規定する生活

介護（第６条において「生活介護」という。）に関すること。 

(３) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下「法」という。）第５条第７項に規定する生活

介護（第６条において「生活介護」という。）に関すること。 

(４) 法第５条第14項に規定する就労継続支援に関すること。 (４) 法第５条第14項に規定する就労継続支援に関すること。 

(５) 法第５条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。 (５) 法第５条第16項に規定する特定相談支援事業に関すること。 

(６) 身体障害者福祉団体等の行う身体障害者の福祉に係る地域活動を促

進するために必要な便宜を提供すること。 

（略） 

(６) 身体障害者福祉団体等の行う身体障害者の福祉に係る地域活動を促

進するために必要な便宜を提供すること。 

（略） 
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１ 国民健康保険の構造的な課題 

国民健康保険は他の医療保険等に加入しない全ての人が加入し「国民皆保険」の最後の砦として基盤的役割を果たして

いますが、急速な高齢化の進展や低所得者の増加等、構造的な課題を抱えています。 

年齢構成が高く、医療費水準が高い 

・65～74 歳の割合  国保：37.8％  健保組合：3.0％ 

・一人あたり医療費  国保：33.3 万円  健保組合：14.9 万円 

所得水準が低い 

・一人当たり平均所得  国保：86 万円  健保組合：207 万円（国保の無所得世帯割合 23.1％） 

保険料負担が重い 

・保険料負担率  国保:9.9％  健保組合：5.7％ 

一般会計からの繰入 

・市町村による法定外繰入額 約 3,852 億円 （平成 27 年度実績） 

小規模保険者の存在 （財政運営が不安定になるリスクが高い）

・1,716 保険者中 3,000 人未満の小規模保険者が 471 （全体の 1/4） 

２ 国民健康保険制度改革の概要 

課題の解決を目的として、平成 27年 5 月 29 日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律」が公布され、平成 30 年度より都道府県と市町村が共に保険者となり、以下の対応等を実施します。 

公費による財政支援の拡充 

約 3,400 億円の財政支援の拡充を実施することにより、国保の抜本的な財政基盤の強化を図る。 

財政運営の都道府県単位化 

○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等を担います。 

・都道府県が市町村ごとに決定した国保事業費納付金を納付することで、給付費に必要な費用全額を都道府県が負担 

・都道府県は標準的な算定方式に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定のうえ公表 

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理（保険証の発行）、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健

事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。 

３ 川崎市国民健康保険条例の改正

国民健康保険法（以下「法」という。）及び国民健康保険法施行令（以下「政令」という。）の改正に伴い、本市国民健

康保険条例を以下のとおり改正します。 

（１）保険料の賦課総額等の算定に係る基準等の改正  

これまでは、本市が負担する医療給付等に要する費用、保健事業に要する費用等の合計額から国や県等の公費を控除

した額を保険料の基礎賦課総額としていましたが、平成 30 年度より、神奈川県に納付する事業費納付金の納付に要す

る額、保健事業に要する費用等の合計額から国や県等の公費を控除した額を基礎賦課総額とするよう改正します。 

（２）川崎市国民健康保険運営協議会の委員定数及び任期等の改正  

平成 30年度より、都道府県も市町村と共に保険者となることから、神奈川県にも国民健康保険運営協議会（以下「協

議会」）が設置され、11名の委員で構成されております。 

本市協議会について、県協議会との均衡を図ること等を目的とし、現在の 23 名から同様に 11 名体制とし、現在の委

員の任期満了後の平成 31年 6月から、新体制の協議会とします。（協議会に諮問し、承認の旨、答申されています。） 

（３）世帯主、世帯及び被保険者の定義に係る所要の整備  

「納付義務者の世帯に属する被保険者」と改めることで、納付義務者が国民健康保険の被保険者であるか否かにかか

わらず、世帯内全ての被保険者を指すことになり、被保険者に関する紛れを解消できるため、所要の整備を行います。 

（４）保険料の最高限度額に係る引用条文の改定に伴う所要の整備  

政令の最高限度額に関する条文が号ずれしたため、所要の整備を行います。 

（５）特例対象被保険者等の届出に関する所要の整備（マイナンバー関連）  

４ 神奈川県が示した標準保険料率

年度 
医療分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 

平成 30 年度 7.13% 36,642 円 2.43% 12,523 円 2.05% 13,274 円 

【参考】川崎市国保の保険料率の推移 

年度 
医療分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 

平成 27 年度 6.15% 28,651 円 2.43% 10,585 円 2.35% 13,028 円 

平成 28 年度 6.56% 31,685 円 2.29% 10,747 円 2.17% 13,189 円 

平成 29 年度 6.92% 31,880 円 2.40% 11,072 円 2.28% 13,861 円 

■モデル世帯の保険料額 

年度 

2 人世帯（夫婦ともに 65歳～74歳） 4人世帯（40歳～64歳の夫婦と小学生 2人）

年金収入：200 万円 年金収入：400万円 給与収入：200万円 給与収入：400万円 

保険料額 前年比 保険料額 前年比 保険料額 前年比 保険料額 前年比 

平成 27 年度 79,550 円 － 275,370 円 － 116,620 円 － 365,520 円 － 

平成 28 年度 84,010 円 4,460 円 287,960 円 12,590 円 123,370 円 6,750 円 380,130 円 14,610 円 

平成 29 年度 86,750 円 2,740 円 299,790 円 11,830 円 126,430 円 3,060 円 393,230 円 13,100 円 

平成 30 年度 
（※）

94,090 円 7,340 円 317,720 円 17,930 円 138,290 円 11,860 円 417,080 円 23,850 円 

※ 平成 30 年度の保険料額については、県の示す標準保険料率により算定したもので、実際の保険料水

準については、下記の５に記載のとおりです。 

５ 平成 30 年度以降の保険料水準及び法定外繰入金

今般の国保制度改革により、国は、国保財政を安定的に運営していくため、法定外の一般会計繰入のうち、決算補填等を

目的としたものについては、計画的・段階的に解消・削減すべきとしておりますが、神奈川県から示された標準保険料率（決

算補填等を目的とした法定外の一般会計からの繰入を行わないことを前提に算定）により保険料額の試算を行うと、全ての

世帯において保険料額が増額となります。 

また、全国的にもこれまでの仮係数等を用いた試算において保険料額の急激な上昇を招くケースが多数あったことから、

国から各自治体に対して、平成 30年度については、保険料に与える影響について十分に配慮をするよう求められています。 

本市の平成 30年度予算案における一般会計繰入金の内訳は以下のとおりです。 

法令に基づく一般会計繰入金 72.2 億円 

法定外の 

一般会計繰入金 

決算補填等目的 27.4 億円 

決算補填等目的以外 9.2 億円 

合計 108.8 億円 

■平成 30年度 

国から保険料に与える影響について配慮を求められていることから、急激な保険料の上昇を避けるため、

被保険者一人あたりの保険料負担額が平成 29 年度と同水準になるように、一般会計からの法定外繰入を

行います。          所要額 ： 27.4 億円  （平成 30年度予算案に計上） 

具体的には、３（１）で規定する保険料の基礎賦課総額の一人あたり平均額を平成 29 年度と同額とします。 

なお、保険料率につきましては、加入世帯の所得状況等を踏まえて、6月に算定し、告示します。

■平成 31年度以降 

国の「決算補填等を目的とした法定外繰入金は、計画的・段階的に解消・削減すべき」との方針を受け、

決算補填等目的の法定外繰入である約 27.4 億円については、今後の国の動向を注視しながら、神奈川県

等と調整を行い、期限を定めて縮減してまいります。 

平成 30 年度国民健康保険制度改革に伴う条例改正及び予算案について 

【第2・3条】 

【第 17・23・28 条】 

【第 32条の 2】 

【第 12・32 条の 2】 

【第 12・13・19・25 条】 
⇒解消・削減 

すべき額 

本市の対応について 

①保険料未収額に相当する額 
②保険料率の上昇緩和に要する額 
①保険料減免等に充てるための額 
②保健事業（特定健診）に充てるための額 等

資料 ５



＜平成27年度から実施＞

○低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への

財政支援を拡充（約1,700億円）

＜平成30年度から実施＞（毎年約1,700億円）

○財政調整機能の強化（財政調整交付金の実質的増額）

○自治体の責めによらない要因による医療費増・負担への対応

（精神疾患、子どもの被保険者数、非自発的失業者等）

○保険者努力支援制度･･･医療費の適正化に向けた取組等に対する支援

○財政リスクの分散・軽減方策（財政安定化基金の創設・高額医療費への対応等） 等

○ あわせて、医療費の適正化に向けた取組や保険料の収納率向上などの事業運営の改善等を一層推進し、財政基盤

の強化を図る。

国保制度改革の概要（公費による財政支援の拡充）

・平成27年度から、財政安定化基金を段階的に造成等（平成27年度200億円⇒平成29年度約1,700億円）

・平成30年度以降は、上記の項目に約1,700億円を配分

国民健康保険に対し、平成26年度に実施した低所得者向けの保険料軽減措置の拡充（約500億円）に加え、

毎年約3,400億円の財政支援の拡充等を以下の通り実施することにより、国保の抜本的な財政基盤の強化を図る。

※ 公費約3,400億円は、現在の国保の保険料総額（約３兆円）の１割を超える規模

※ 被保険者一人当たり、約１万円の財政改善効果

9

700～800億円

700～800億円

1

国民健康保険改革の施行に向けて
   平成２８年６月１４日
 厚生労働省保険局国民健康保険
    　  【一部抜粋】
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【現行】 市町村が個別に運営
【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う

など中心的役割

市町村
都道府県

・財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した

国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に
中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの

※保険料率は市町村ごとに決定

※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し）

なお、国の普通調整交付金については、 都道府県間の所得水準を
調整する役割を担うよう適切に見直す

○詳細については、引き続き、地方との協議を進める
11
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改革の方向性

１．
運営の在り方

(総論)

○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の

確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、

市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進

※４．と５．も同様

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行)

４．
保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を
決定

・ 個々の事情に応じた賦課･徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を、全額、
市町村に対して支払い

・市町村が行った保険給付の点検

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

６．
保健事業

市町村に対し、必要な助言･支援
・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい
保健事業を実施

（データヘルス事業等）

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割

12
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支出

改革後の国保財政の仕組み（イメージ）

①保険給付に必要な費用を、

全額、市町村へ交付

②災害等による保険料の減

免額等が多額であることや、

市町村における保健事業

を支援するなど、市町村に

特別な事情がある場合に、

その事情を考慮して交付

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

○都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計 Ａ市

現行 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入

14
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52

（国民健康保険事業の運営に関する協議会）

第11条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより都道府県が処理することとさ
れている事務に係るものであつて、…(略)…国民健康保険事業費納付金の徴収、…(略)…都道府県国民健康
保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事
業の運営に関する協議会を置く。

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村が処理することとされてい
る事務に係るものであつて、…(略)…保険給付、 …(略)…保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審
議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(…(略)…)
を審議することができる。
４ 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

（参考）改正後の国民健康保険法（抜粋）

都道府県に設置される
国保運営協議会

市町村に設置される
国保運営協議会

主な審議事項
・国保事業費納付金の徴収

・国保運営方針の作成
その他の重要事項

委員

・被保険者代表
・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表
・被用者保険代表
(＊)「国民健康保険の見直しについて（議論
のとりまとめ）」（平成27年２月12日国
保基盤強化協議会）より

主な審議事項

委員

・保険給付
・保険料の徴収

その他の重要事項

・被保険者代表
・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表
・被用者保険代表（任意）

法律上の国民健康保険運営協議会（都道府県、市町村）の位置付け
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川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市国民健康保険条例 ○川崎市国民健康保険条例 

昭和33年４月１日条例第15号 昭和33年４月１日条例第15号

（目的）  （目的） 

第１条 この条例は、本市が行う国民健康保険の事務について、法令で定める

ものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、本市が行なう国民健康保険について、法令で定めるもの

を除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（国民健康保険運営協議会） （国民健康保険運営協議会） 

第２条 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192 号。以下「法」という。）第 11

条第２項及び第３項に規定する国民健康保険事業の運営に関する事項を審議

するため、川崎市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

第２条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため、川崎市国民健

康保険運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議会の委員定数） （協議会の委員定数） 

第３条 協議会の委員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 被保険者を代表する委員 ３人 

(２) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ３人 

(３) 公益を代表する委員 ３人 

(４)  高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢

者医療確保法」という。）第７条第３項に規定する被用者保険等保険者

を代表する委員 ２人 

第３条 協議会の委員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 被保険者を代表する委員 ７人 

(２) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ７人 

(３) 公益を代表する委員 ７人 

(４) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）附則

第10条第１項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 ２人 

（葬祭費） （葬祭費） 

第７条 第５条第２号に規定する葬祭費の額は、50,000 円とし、葬祭を行う者

に対して支給する。 

第７条 第５条第２号に規定する葬祭費の額は、50,000円とし、葬祭を行う者

に対して支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、保険各法

又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることが

できる場合には、行わない。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、保険各

法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高

齢者医療確保法」という。）の規定によって、これに相当する給付を受け

ることができる場合には、行わない。 

資料 ７
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 改正後 改正前 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第12条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 第12条 保険料の賦課額は、被保険者である納付義務者及びその世帯に属する

被保険者につき算定した基礎賦課額（賦課額のうち、国民健康保険事業に要

する費用（高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期

高齢者支援金等」という。）及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支

援金等（以下「病床転換支援金等」という。）並びに介護保険法（平成９年

法律第123号）の規定による介護給付費納付金・地域支援事業支援納付金（以

下「介護納付金」という。）の納付に要する費用を除く。）に充てるための

賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（賦課額のうち、

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てるた

めの賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（当該納付

義務者及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第９条第

２号に規定する被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦

課額（賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額

をいう。以下同じ。）の合算額とする。 

(１) 納付義務者の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民

健康保険事業に要する費用（法附則第22条の規定により読み替えられた

法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の

うち神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者

医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金

等」という。）及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以

下「病床転換支援金等」という。）並びに介護保険法（平成９年法律第

123号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要

する費用に充てる部分を除く。次条第１号カ及び第２号エにおいて同

じ。）に充てるための賦課額をいう。以下同じ。） 

(２) 納付義務者の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金

等賦課額（法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の７第１

項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神奈川県の国民健
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康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床

転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるため

の賦課額をいう。以下同じ。） 

(３) 納付義務者の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第９条第２号に

規定する被保険者（以下「介護納付金賦課被保険者」という。）につき

算定した介護納付金賦課額（法附則第22条の規定により読み替えられた

法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための賦課額を

いう。以下同じ。） 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第13条 保険料の賦課額のうち、法附則第６条第１項に規定する退職被保険者

及び同条第２項に規定する退職被保険者の被扶養者（以下「退職被保険者等」

という。）以外の被保険者（以下「一般被保険者」という。）に係る基礎賦

課額（第32条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 

第13条 保険料の賦課額のうち、法附則第６条第１項に規定する退職被保険者

及び同条第２項に規定する退職被保険者の被扶養者（以下「退職被保険者等」

という。）以外の被保険者（以下「一般被保険者」という。）に係る基礎賦

課額（第32条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」と

いう。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (１) 当該年度における療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るもの

に限る。）の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した

額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額、高

齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等（以下「前期高齢者納

付金等」という。）の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の

額、法第81条の２第１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同

条第２項の規定による拠出金に相当する額及び同条第１項第２号に掲

げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出金の２
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分の１に相当する額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用（国

民健康保険の事務（前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び病床

転換支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。次号におい

て同じ。）の執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る

療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当す

る額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生

活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、

移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並

びに後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要

する費用の額を除く。）の合算額から法附則第７条第１項第２号に規定

する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合（以下

「退職被保険者等所属割合」という。）を乗じて得た額を控除した額（高

齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、これを

控除した額） 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額か

ら当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額の合算額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第22条の規定により読み替えられ

た法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。）

の納付に要する費用（神奈川県が行う国民健康保険の一般被保険者に係

るものに限り、神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ 法第81条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

エ 法第81条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償

還に要する費用の額 
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オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する

費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並び

に入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用の額並びに神奈川県が行う国民健康保険の一般

被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神奈川

県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金

等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用の額を除く。） 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における法第70条の規定による負担金（高齢者医療確保法の

規定による後期高齢者支援金（以下「後期高齢者支援金」という。）及

び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金（以下「病床転換支援

金」という。）並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。）、法第72条の規定による調整交付金（後期高齢者支援金及び病床

転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）、

法第72条の２の規定による都道府県調整交付金（後期高齢者支援金及び

病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。）、法第72条の５の規定による負担金、法第74条の規定による補助

金、法第75条の規定による補助金（後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）及び

貸付金（後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の

納付に要する費用に係るものを除く。）、法第81条の２第１項の規定に

よる交付金その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

並びに介護納付金の納付に要する費用を除く。）のための収入（法第72
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条の３第１項の規定による繰入金及び法附則第７条第１項の規定によ

る療養給付費等交付金（以下「療養給付費等交付金」という。）を除く。）

の額の合算額 

ア 法第74条の規定による補助金の額 

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神奈

川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 国民健康保険保険給付費等交付金（法第75条の２第１項の国民健康保

険保険給付費等交付金をいう。エにおいて同じ。）（退職被保険者等の療

養の給付等に要する費用（法附則第22条の規定により読み替えられた法

第70条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて

同じ。）に係るものを除く。）の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により

読み替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保

険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に

係るものに限る。）を除く。）の額 

（基礎賦課額の最高限度額） （基礎賦課額の最高限度額） 

第17条 前３条の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、第14条及び前条の基礎賦課額並びに第15条の基礎賦課額

の合算額をいう。第30条第１項、第31条及び第32条第１項において同じ。）

は、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号。以下「政令」という。）

第29条の７第２項第９号及び附則第４条第２項第６号に規定する額を超える

ことができない。 

第17条 前３条の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、第14条及び前条の基礎賦課額並びに第15条の基礎賦課額

の合算額をいう。第30条第１項、第31条及び第32条第１項において同じ。）

は、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号。以下「政令」という。）

第29条の７第２項第10号及び附則第４条第２項第６号に規定する額を超え

ることができない。 
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（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第19条 保険料の賦課額のうち、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額（第32条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「後期高

齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

第19条 保険料の賦課額のうち、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額（第32条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「後期高

齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神

奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であっ

て、神奈川県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次

号において同じ。）の額 

(１) 当該年度における後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金の額に退

職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における法第70条の規定による負担金（後期高齢者支援金及

び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。）、法第72条

の規定による調整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付

に要する費用に係るものに限る。）、法第72条の２の規定による都道府

県調整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費

用に係るものに限る。）、法第75条の規定による補助金（後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。）

及び貸付金（後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する

費用に係るものに限る。）その他国民健康保険事業に要する費用（後期

高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用（後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の納付に関する事務の執行に要する費

用を除く。）に係るものに限る。）のための収入（法第72条の３第１項

の規定による繰入金及び療養給付費等交付金を除く。）の額の合算額 

ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康
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保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

（後期高齢者支援金等賦課額の最高限度額） （後期高齢者支援金等賦課額の最高限度額） 

第23条 前３条の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等

とが同一の世帯に属する場合には、第20条及び前条の後期高齢者支援金等賦

課額並びに第21条の後期高齢者支援金等賦課額の合算額をいう。第30条第１

項、第31条及び第32条第２項において準用する同条第１項において同じ。）

は、政令第29条の７第３項第８号及び附則第４条第３項第６号に規定する額

を超えることができない。 

第23条 前３条の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等

とが同一の世帯に属する場合には、第20条及び前条の後期高齢者支援金等賦

課額並びに第21条の後期高齢者支援金等賦課額の合算額をいう。第30条第１

項、第31条及び第32条第２項において準用する同条第１項において同じ。）

は、政令第29条の７第３項第９号及び附則第４条第３項第６号に規定する額

を超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第25条 保険料の賦課額のうち、介護納付金賦課額（第32条の規定により介護

納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとな

る額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。 

第25条 保険料の賦課額のうち、介護納付金賦課額（第32条の規定により介護

納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとな

る額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（神

奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

(１) 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における法第70条の規定による負担金（介護納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）、法第72条の規定による調整交付金（介

護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）、法第72条の２の規

定による都道府県調整交付金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）、法第75条の規定による補助金（介護納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）及び貸付金（介護納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。）その他国民健康保険事業に要する費用（介護納
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 改正後 改正前 

付金の納付に要する費用（介護納付金の納付に関する事務の執行に要す

る費用を除く。）に係るものに限る。）のための収入（法第72条の３第

１項の規定による繰入金を除く。）の額の合算額 

ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

（介護納付金賦課額の最高限度額） （介護納付金賦課額の最高限度額） 

第28条 前２条の介護納付金賦課額は、政令第29条の７第４項第８号に規定す

る額を超えることができない。 

第28条 前２条の介護納付金賦課額は、政令第29条の７第４項第９号に規定す

る額を超えることができない。 

（特例対象被保険者等に係る特例） （特例対象被保険者等に係る特例） 

第32条の２ 納付義務者の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特

例対象被保険者等である場合における第14条第２項、第15条第２項、第20条

第２項、第21条第２項、第26条第２項及び前条第１項の規定の適用について

は、第14条第２項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金

額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第

28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所

得を同条第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額に

よるものとする。次項において同じ。）」と、「所得の金額（同法」とある

のは「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１号中「総所得金額（」と

あるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条

第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得に

ついては、同条第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金

額によるものとし、」と、「同法第313条第３項」とあるのは「地方税法第313

第32条の２ 被保険者である納付義務者又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条

第２項、第15条第２項、第20条第２項、第21条第２項、第26条第２項及び前

条第１項の規定の適用については、第14条第２項中「規定する総所得金額」

とあるのは「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得

税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得を同条第２項の規定によって計算した金額

の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、

「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第１項

第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の

総所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合においては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算し

た金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「同法第313条第
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条第３項」と、「所得税法（昭和40年法律第33号）」とあるのは「所得税法」

とする。 

３項」とあるのは「地方税法第313条第３項」と、「所得税法（昭和40年法

律第33号）」とあるのは「所得税法」とする。 

２ 特例対象被保険者等の属する世帯の納付義務者は、次に掲げる事項を市長

に届け出なければならない。 

(１) 納付義務者の氏名及び住所 

(２) 特例対象被保険者等の氏名 

(３) 特例対象被保険者等の離職年月日 

２ 特例対象被保険者等の属する世帯の納付義務者は、次に掲げる事項を市長

に届け出なければならない。 

(１) 納付義務者の氏名及び住所 

(２) 特例対象被保険者等の氏名 

(３) 特例対象被保険者等の離職年月日 

３ 前項の規定による届出に当たり、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令

第３号）第17条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証（当該特

例対象被保険者等に係るものに限る。）の提示を求められた場合においては、

これを提示しなければならない。 

３ 前項の規定による届出は、雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）

第17条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証（当該特例対象被

保険者等に係るものに限る。）を提示して行わなければならない。 

附 則（平成30年  月  日条例第  号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号から

第３号までの改正規定は、平成31年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例第12条、第13条、第19条及び第25条の規定は、平成30年度分

の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例

による。 
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川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市後期高齢者医療に関する条例 ○川崎市後期高齢者医療に関する条例 

平成20年３月25日条例第12号 平成20年３月25日条例第12号

（保険料を徴収すべき被保険者） （保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(１) 本市の区域内に住所を有する被保険者 (１) 本市の区域内に住所を有する被保険者 

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」

という。）第55条第１項（法第55条の２第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、法第55条第１項に規

定する病院等（以下「病院等」という。）に同項に規定する入院等（以

下「入院等」という。）をした際本市の区域内に住所を有していたもの

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」

という。）第55条第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、同項

に規定する病院等（以下「病院等」という。）に同項に規定する入院等

（以下「入院等」という。）をした際本市の区域内に住所を有していた

もの 

(３) 法第55条第２項第１号（法第55条の２第２項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等を

している２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区

域内に住所を有していたもの 

(３) 法第55条第２項第１号の規定の適用を受ける被保険者であって、継

続して入院等をしている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等を

した際本市の区域内に住所を有していたもの 

(４) 法第55条第２項第２号（法第55条の２第２項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第

55条第２項第２号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入

院等をした際本市の区域内に住所を有していたもの 

(４) 法第55条第２項第２号の規定の適用を受ける被保険者であって、最

後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院

等をした際本市の区域内に住所を有していたもの 

(５) 法第55条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第116条の２第１項及び第２項の規

定の適用を受け、これらの規定により本市の区域内に住所を有するもの

とみなされた国民健康保険の被保険者であったもの 

 （新設） 

資料 ８



【第７期介護保険料算定の手順】

１　改正の主な内容

（１）第７期介護保険事業計画期間（平成３０年度～平成３２年度）における保険料率を定めるもの。(第８条)

　【第７期保険料段階等について】

保険料
段階

　　　　　対象者の所得基準
負担割合
（×基準額）

保険料率
（円）

概ねの保
険料月額
（円）

保険料
段階

　　　　　対象者の所得基準
負担割合
（×基準額）

保険料率
（円）

概ねの保
険料月額
（円）

1
生活保護被保護者、老齢福祉年金受給
者で世帯全員が市町村民税非課税者
等

0.45
(0.50)

29,920
(33,244)

2,493
(2,770)

1
生活保護被保護者、老齢福祉年金受給
者で世帯全員が市町村民税非課税者
等

0.45
(0.50)

31,455
(34,950)

2,621
(2,913)

2

世帯全員が市町村民税非課税者で、前
年の公的年金等の収入金額及び合計
所得金額の合計額が８０万円以下であ
るもの等

0.45
(0.50)

29,920
(33,244)

2,493
(2,770)

2

世帯全員が市町村民税非課税者で、前
年の公的年金等の収入金額及び合計
所得金額の合計額が８０万円以下であ
るもの等

0.45
(0.50)

31,455
(34,950)

2,621
(2,913)

3

世帯全員が市町村民税非課税者で、前
年の公的年金等の収入金額及び合計
所得金額の合計額が１２０万円以下で
あるもの等

0.65 43,217 3,601 3

世帯全員が市町村民税非課税者で、前
年の公的年金等の収入金額及び合計
所得金額の合計額が１２０万円以下で
あるもの等

0.65 45,435 3,786

4
世帯全員が市町村民税非課税者で、第
１・第２・第３段階以外のもの等 0.75 49,866 4,155 4

世帯全員が市町村民税非課税者で、第
１・第２・第３段階以外のもの等 0.75 52,425 4,368

5

世帯に市町村民税課税者が属する市町
村民税非課税者で、前年の公的年金等
の収入金額及び合計所得金額の合計
額が８０万円以下であるもの等

0.90 59,839 4,986 5

世帯に市町村民税課税者が属する市町
村民税非課税者で、前年の公的年金等
の収入金額及び合計所得金額の合計
額が８０万円以下であるもの等

0.90 62,910 5,243

6
世帯に市町村民税課税者が属する市
町村民税非課税者で、第５段階以外の
もの等

1.00 66,487 5,540 6
世帯に市町村民税課税者が属する市
町村民税非課税者で、第５段階以外の
もの等

1.00 69,900 5,825

7
市町村民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円未満のもの等 1.15 76,460 6,372 7

市町村民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円未満のもの等 1.15 80,385 6,698

8
市町村民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円以上１９０万円未満のもの等 1.25 83,109 6,925 8

市町村民税課税者で、合計所得金額が
１２５万円以上２００万円未満のもの等 1.25 87,375 7,281

9
市町村民税課税者で、合計所得金額が
１９０万円以上２９０万円未満のもの等 1.50 99,731 8,311 9

市町村民税課税者で、合計所得金額が
２００万円以上３００万円未満のもの等 1.50 104,850 8,738

10
市町村民税課税者で、合計所得金額が
２９０万円以上３５０万円未満のもの等 1.60 106,380 8,865 10

市町村民税課税者で、合計所得金額が
３００万円以上３５０万円未満のもの等 1.60 111,840 9,320

11
市町村民税課税者で、合計所得金額が
３５０万円以上５００万円未満のもの等 1.70 113,028 9,418 11

市町村民税課税者で、合計所得金額が
３５０万円以上５００万円未満のもの等 1.70 118,830 9,903

12
市町村民税課税者で、合計所得金額が
５００万円以上７００万円未満のもの等 1.90 126,326 10,527 12

市町村民税課税者で、合計所得金額が
５００万円以上７００万円未満のもの等 1.90 132,810 11,068

13
市町村民税課税者で、合計所得金額が
７００万円以上１，０００万円未満のもの
等

2.10 139,623 11,635 13
市町村民税課税者で、合計所得金額が
７００万円以上１，０００万円未満のもの
等

2.10 146,790 12,233

14
市町村民税課税者で、合計所得金額が
１，０００万円以上のもの等 2.30 152,921 12,743 14

市町村民税課税者で、合計所得金額が
１，０００万円以上のもの等 2.30 160,770 13,398

※第１・第２段階については、（　）内に、本則の規定である、公費軽減前の割合と金額を記載。

÷

   ②　介護保険給付費準備基金の取崩し可能額約47.5億円を活用するとともに、第１号被保険者の
　　　負担能力に応じた保険料率の段階の細分化を継続することで、可能な限り保険料の上昇を抑制。

   ①　国基準の変更を踏まえ、第８段階と第９段階を区分する所得金額を２００万円に、第９段階と
　　　第１０段階を区分する所得金額を３００万円に変更するもの。

　　　第６期(平成２７～２９年度） 　　　第７期(平成３０～３２年度）

 （概要）
     平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率を定めること等のため改正するもの

第１号被保険者が負担すべき額

７０５．４億円

第７期の介護給付費等の推計
２，８２９億円

　　川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

第１号被保険者の基準保険料
（月額）　５，８２５円

第１号被保険者が負担すべき額

６５７．９億円

予定収納率

９８．７％

÷

保険料負担割合で補正した
第１号被保険者数

９５万３，５７３人

　　＜現行＞　　５，５４０円（月額）

÷

＝

１２ヶ月

△

47.5億円

◎標準給付費・地域支援事業費の２３％

◎調整交付金不交付分の２％

◎介護給付費準備基金約47.5億円（Ｈ
29年度末残高見込）から使用可能額で
ある全額を取り崩す。

保険料収納の取組み強化により、

第6期の予定収納率98.2％から

上昇を見込み変更

資料 ９
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川崎市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市介護保険条例 ○川崎市介護保険条例 

平成12年３月24日条例第25号 平成12年３月24日条例第25号

（保険料率及び保険料額） （保険料率及び保険料額） 

第８条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、介護

保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」という。）第39条に規

定する基準に基づき算定をするものとし、当該各年度の保険料の賦課期日

における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第

１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

第８条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、介護

保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」という。）第39条に規

定する基準に基づき算定をするものとし、当該各年度の保険料の賦課期日

における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第

１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

(１) 次のいずれかに該当する者 34,950円 (１) 次のいずれかに該当する者 33,244円 

ア 政令第39条第１項第１号イ又はロに掲げる者 ア 政令第39条第１項第１号イ又はロに掲げる者 

イ 政令第39条第１項第１号ニに掲げる者（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律施行令（平成８年政令第18号）第22条第21号イの規

定により要保護者とみなされた者に限る。） 

イ 政令第39条第１項第１号ニに掲げる者（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律施行令（平成８年政令第18号）第22条第21号イの規

定により要保護者とみなされた者に限る。） 

(２) 次のいずれかに該当する者 34,950円 (２) 次のいずれかに該当する者 33,244円 

ア 政令第39条第１項第１号ハに掲げる者 ア 政令第39条第１項第１号ハに掲げる者 

イ 政令第39条第１項第１号ニに掲げる者（前号イに該当する者を除

く。） 

イ 政令第39条第１項第１号ニに掲げる者（前号イに該当する者を除

く。） 

(３) 政令第39条第１項第２号に該当する者 45,435円 (３) 政令第39条第１項第２号に該当する者 43,217円 

(４) 政令第39条第１項第３号に該当する者 52,425円 (４) 政令第39条第１項第３号に該当する者 49,866円 

(５) 政令第39条第１項第４号に該当する者 62,910円 (５) 政令第39条第１項第４号に該当する者 59,839円 

(６) 政令第39条第１項第５号に該当する者 69,900円 (６) 政令第39条第１項第５号に該当する者 66,487円 

(７) 次のいずれかに該当する者 80,385円 (７) 次のいずれかに該当する者 76,460円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第

13号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、

ア 合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第

13号に規定する合計所得金額                  

資料 10
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改正後 改正前 

第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第36条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除し

て得た額とする。以下同じ。）をいい、その額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）が1,250,000円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者 

             をいい、その額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）が1,250,000円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者 

イ 要保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護（同法第

２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要としない状態となる

もの（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該

当する者を除く。） 

イ 要保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護（同法第

２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要としない状態となる

もの（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該

当する者を除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 87,375円 (８) 次のいずれかに該当する者 83,109円 

ア 合計所得金額が1,250,000円以上2,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が1,250,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除

く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除

く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 104,850円 (９) 次のいずれかに該当する者 99,731円 

ア 合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が1,900,000円以上2,900,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ、第11号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 111,840円 (10) 次のいずれかに該当する者 106,380円 
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改正後 改正前 

ア 合計所得金額が3,000,000円以上3,500,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が2,900,000円以上3,500,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ、第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 118,830円 (11) 次のいずれかに該当する者 113,028円 

ア 合計所得金額が3,500,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が3,500,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ又は第13号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次

号イ又は第13号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 132,810円 (12) 次のいずれかに該当する者 126,326円 

ア 合計所得金額が5,000,000円以上7,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が5,000,000円以上7,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）又は

次号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）又は

次号イに該当する者を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 146,790円 (13) 次のいずれかに該当する者 139,623円 

ア 合計所得金額が7,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が7,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）に該

当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（政令第39条第１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）に該

当する者を除く。） 

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 160,770円 (14) 前各号のいずれにも該当しない者 152,921円 
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改正後 改正前 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、同項第１号及び第２号に掲

げる第１号被保険者に係る平成30年度から平成32年度までの各年度におけ

る保険料は、減額賦課するものとし、その保険料率は、31,455円とする。

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、同項第１号及び第２号に掲

げる第１号被保険者に係る平成27年度から平成29年度までの各年度におけ

る保険料は、減額賦課するものとし、その保険料率は、29,920円とする。

３ 前２項の保険料率により算定する当該各年度における保険料額は、その

10円未満の端数を切り捨てる。 

３ 前２項の保険料率により算定する当該各年度における保険料額は、その

10円未満の端数を切り捨てる。 

（普通徴収に係る保険料の算定の特例） （普通徴収に係る保険料の算定の特例） 

第９条 普通徴収の方法によって徴収する保険料について、その算定の基礎

に用いる当該年度分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定によ

る特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する所得割を除

く。第18条において同じ。）の課税非課税の別又は同法の規定による市町

村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）に係る合計所得金額（以

下「市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額」という。）が確定し

ない場合においては、当該保険料の賦課期日の属する年度の前年度分の市

町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額を基礎として前条の規定の例

による算定を行うものとする。 

第９条 普通徴収の方法によって徴収する保険料について、その算定の基礎

に用いる当該年度分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定によ

る特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する所得割を除

く。第18条において同じ。）の課税非課税の別又は同法の規定による市町

村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）に係る合計所得金額（以

下「市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額」という。）が確定し

ない場合においては、当該保険料の賦課期日の属する年度の前年度分の市

町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額を基礎として前条の規定の例

による算定を行うものとする。 

   附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

33 第15条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パ

ーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準

割合（当該年の前年に租税特別措置法           第93条第２

項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合を

いう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場

合には、その年（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）

中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年

7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場

合には、年7.3パーセントの割合）とする。 

33 第15条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パ

ーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準

割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２

項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合を

いう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場

合には、その年（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）

中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年

7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場

合には、年7.3パーセントの割合）とする。 



１ 法律の概要 

○ 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成２５年１２月）」

に基づき、難病の患者に対する医療費助成について、法定化によりその費用に消費税の収入

を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立する等の措置を講じる。 

○「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行（平成２７年１月１日） 

２ 指定難病の医療費助成制度について 

（１）助成の仕組み 

患者は、世帯の課税額に基づく区分に応じた自己負担上限月額又は総医療費の２割(又は 1割)のい

ずれか低い方を負担する。総医療費から医療保険の給付と患者の自己負担額を除いた額を助成する。 

区 分 
自己負担上限月額（外来+入院+薬代+介護給付費）

一般 高額難病継続 人工呼吸器等装着者 

生活保護受給者 0 円 0 円     0 円 

市町村民税非課税（患者本人の収入 80 万円以下） 2,500 円 2,500 円 

1,000 円 

市町村民税非課税（患者本人の収入 80 万円超） 5,000 円 5,000 円 

市町村民税課税～所得割額 7.1 万円未満 10,000 円 5,000 円 

市町村民税所得割額 7.1 万円～25.1 万円未満 20,000 円 10,000 円 

市町村民税所得割額 25.1 万円以上 30,000 円 20,000 円 

※ 高額難病継続…高額な医療費が長期的に継続する患者の自己負担上限月額を軽減する特例 

（２）現行の支給認定の流れ

※ 平成３０年４月から、上図の「神奈川県」が「川崎市健康福祉局」に置き換わる予定。 

（３）本市の状況 

○ 指定難病は３３０疾患：本市受給者は８５疾患、８，９６３人

○ 医療費の見込み ：総額 約１３億６千万円（平成２９年度） 

※ 国が２分の１を負担する（難病法第３１条）ため、神奈川県の負担は約６億８千万円 

（４）指定医・指定医療機関の指定 

医師・医療機関の申請に基づき、指定医及び指定医療機関の指定を行う。 

（５）指定難病審査会の運営 

委員の委嘱、審査会の開催 

３ 施行に向けた準備 

○ 条例の制定 …指定難病審査会の設置等 

○ 指定難病審査会委員の選定 …委員は難病指定医に限る 

○ システム構築 …支給認定、証発行、給付情報の管理等 

○ その他 …業務執行体制整備、職員の業務研修の実施、受給者・指定医療機関・指定医に 

     対する周知等 
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（１）難病に係る新たな医療費助成制度

都道府県は、申請に基づき、指定難病の患者に対して、医療費を支給。（第５条）

支給認定の申請に添付する診断書は、都道府県知事の定める指定医が作成。（第６条）

都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を

求めなければならない。（第７条）

指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。（第１４条）

（２）大都市の特例（平成３０年４月１日施行）

都道府県が処理する事務のうち、政令で定めるものは、指定都市が処理。（第４０条）

難病関連事務の神奈川県からの移譲について 

指定医療機関数（平成２９年５月末現在） 

病院又は診療所     ４４４か所 

薬局          ５４３か所 

訪問看護ステーション   ７０か所 

合 計     １，０５７か所 

指定医数（平成２９年５月末現在） 

難病指定医   １，３７９人 

協力難病指定医    ３８人 

  合 計   １，４１７人 

人 
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